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1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事・実 及 び 理、由

20 第1 請求

被告は,原告に対し, 10万円を支払え。

25

第2 事案の概要

1本件は,原告が,、被告に対し, ①原告が人権侵犯被害救済の申し出を行った

にもかかわらず,法務大臣から委嘱され,同大臣の指揮監督の下で人権侵犯事

件の調査等の職務を行う人権擁護委員が,原告の申し出を根拠なく無視したこ

と, ②前橋地方法務局沼田支局(以下「沼田支局」 、という。 )所属の公務員が,
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上記人権擁護委員の連絡先を回答しなかったことはいずれも違法でありl,これ

らによ1り,精神的被害を受けた旨を主張し,国家賠償法1条1項等に基づき,

慰謝料合計3 0 0 0方円の-部として1 0万円の支払を求めた事案である。

2 前提事実等

(1)人権擁護委員は,人権擁護委員法(昭和24年5月さ1日号外法律第1 3

9号)に基づき,市町村(特別区を含む。 )の区域に設置され,法務大臣の

委嘱を受け,法務大臣の指揮監督の下,人権侵犯事件につき,その救済のた

め,調査及び晴報の収集をなし,法務大臣への報告,関係機関への勧告等適

切な処置を講ずること等を職務とするから,国家賠償法1条1項の「公務員」

に該当し,その行為は,公務員の「職務」行為に該当するというべきである。

(2)ア 石坂和利(以下「石坂」という。 )は,平成29年1月31日当時,群

馬県利根郡みなかみ町に設置された人権擁護委員であった。 ・ (乙4)

イ 原告は,平成29年l月31日, 「人権被害の訴え」と題する書面(甲

2,以下、「本件申し出書面」という。 )を持参して沼田支局に来庁し,石

坂が人権相談を担当した(人権擁護委員法1 0条但し書きにより,石坂は,

設置された区域外である群馬県沼田市においても,職務を行うことができ

る。 ) 。

(3)ア 平成31年4月12目当時,沼田支局の総務係長は,坂井以下不詳(以

下「坂井係長」という。 )であった。

イ 原告は,平成31年4月12日,沼田支局に電話し,石坂を相手方とし

て訴訟を起こしたいとして,石坂の住所を照会した。これに対し,坂井係

長は,石坂の住所を教えることはできない旨を回答した。

3 当事者の主張

(1)原告の主張

ア㈲ 原告が,平成29年1月31日,沼田支局において,石坂に対し,別

紙のとおり, 4件の人権侵犯被害に遭ったとして救済を申し出,上記4
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件全てが包囲網による加害であると相互関連性ないし因果関係を訴え,

群馬県警察沼田警察署への同行調査を要請したところ,石坂は,後日回

答する旨の約束をしたにもかかわらず反故にし,原告の申し出等を,理

由を示すことなく無視した(以下「本件行為1」という。 ) 。

け)石坂は,原告の上記のの申し出等から,当然に原告に対する脅迫を強

く疑い,原告の生命に対する権利侵害や公益侵害を容易に知り得,かつ,

原告の危険に対処する権限も法定されており容易にこれを行使できたの

であるから,本件行為1は,人権侵犯事件につき,その救済のため,調

査及び晴報の収集をなし,.′法務大臣への報告,関係機関への勧告等適切

な処置を講ずる人権擁護委員の職務(人権擁護委員法1 1条3号)を怠

るものであり,原告の被害が継続することにつき職責により予見可能性

があるにもかかわらず,その結果を回避すべき義務に違反するものであ

るし,また,刑事訴訟法2 3 9条の2の官吏公吏の犯罪告発義務に違反

し,後日の回答を約しながら無視したことは著しい信義則(民法1条)

違反である。そして,本件行為1は,原告の個人の尊厳(憲法1 3条)

及び適正な手続を受ける権利(憲法1,3条)を侵害するものであり,石

坂の職務上の故意又は過失によるものであるから,違法である。

(功 原告は,本件行為1により,露骨に非人間扱いをされ,精神的に著し

い恐怖と屈辱を受けた。

国 かかる原告の精神的苦痛を慰謝するには1 5 0 0万円・を要する(な

お,本訴請求はそのうちのち万円の一部請求である。 ) 。

イ㈲ 原告が,平成31年4月12日,沼田支局に電話し,訴訟目的と告げ

て石坂の連絡先を尋ねたのに対し,坂井係長は,人権相談所の規則であ

るとして,石坂の連絡先の回答を拒否した(以下「本件行為2」という。)。

竹)本件行為2は,原告の当事者適格を実質的に根拠なく無視した差別的

取扱いであり,信義則(民法1条)違反であり,原告の個人の尊厳(憲



10

15

20 i

25

法1 3条) ,適正な手続を受ける権利(憲法13条)及び平等権(憲法

1 4条)を侵害するものであり,坂井係長の職務上の故意又は過失によ

るものであるから,違法である。

(切 原告は,本件行為2により,精神的に著しい恐怖と屈辱を受けた。

国 かかる原告の精神的苦痛を慰謝するには1 500万円を要する-(な

お,本訴請求はそのうちの5万円の一部請求である。 ) 。

(2)被告の主張

ア 本件行為1につい.て

原告が,平成’29年1月3 1日,本件申し出書面を持参して沼田支局に

来庁し,石坂が人権相談.を担当したという限度で認め,その余は不知ない

“し争う。

被告が,国家賠償法上の責任を負うことは争う。

イ 本件行為2について

原告が,平成31年4月12日、,沼田支局に電話し,訴訟目的と告げて

石坂の住所を尋ねたのに対し,坂井係長が,石坂の住所を回答しなかった

とい、ぅ限度で認め,その余は不知ないし争う。

被告が,国家賠償法上の責任を負うことは争う。

第3 当裁判所の判断

1前記前提事実等,原告本人尋問の結果のほか後掲の証拠及び弁論の全趣旨に

よれば,以下の事実が認められる、。

(1)本件行為工について

ア 原告は,平成29年1月31日,本件申し出書面を持参して沼田支局に

来庁し,石坂が,同日午後1時40分頃から午後2時50分頃まで,人権

相談を担当した。

本件申し出書面には, ①警視庁や群馬県警察等の警察機関は,原告が脅

迫の被害を訴えているにもかかわらず適正な対応をせずに無視しており,

4
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これは原告の平等権,生存権等の基本的人権の侵害に当たると思う旨, ②

原告を狙った農産物の世帯価格操作と思われる事象や異音の発生が続いて

いる旨, ③警察が, 「職権で犯罪を十分に認知あるいは検知すべき状況に

ありながらあえてそれをしないこと」はどのような罪状に該当するか,行

政不服審査法に基づき,埼玉県警察に再捜査させる余地はあるか,警視庁

が原告の被害届を無視し続けていることについて違憲確認訴訟を提起でき

るかなどの質問等が記載されていた。

原告は,石坂に対し,本件申し出書面を検討して法務大臣に報告し,原

告に対する人権侵犯があることを認めてほしい旨を希望した。石坂は,原

告に対し,・法務局の担当者と本件申し出書面の内容を検討し,必要な助言

又は関係機関等の紹介をできればしだいと思うので,後日連絡する旨を伝

えた。

(甲2,乙4,原告本人)

イ 石坂から上記アの人権相談の報告を受けた沼田支局の原田総務係長は,

平成29年2月10目午後2時10分頃,原告に電話をし, ①本件申し出

・書面の内容等からすると,人権侵犯ではなく職務上の問題になると思われ

る旨, ②法務局は,他の行政機関が行った行為を判断することはできない

旨, ③法務局は,法律的な判断を求める質問について判断することばでき.

ず,法律的な判断は究極的には裁判所が行うものである旨, ④群馬県及び

群馬県警察の相談窓口の利用や刑事事件に詳しい弁護士への相談,法テラ

スで相談窓口の教示を受けることを勧める旨などを伝えた。 (乙5,原告

本人)

ウ その後,原告は,何度か群馬県利根郡みなかみ町役場や沼田支局に来庁

し,本件申し出書面に対する石坂からの直接の回答を求めたり,原告に対

する人権侵犯事件について法務大臣に報告することを求めたりしたが,平

成29年3月8目以降,石坂との連絡が取れなくなった。 (甲3ないし7,

5
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原告本人)

(2)本件行為2について

原告は,平成3 1年4月,1 2日,沼田支局に電話し,石坂を相手方として

訴訟を起こしたいとして,石坂の住所を照会した。これに対し,坂井係長は,

理由にかかわらず,個人情報であるので石坂の住所を教えることはできない

旨を回答した。

2 検討

(1)本件行為1について

ア 原告は,本件行為1について,石坂が,平成29年1月31日,原告が

本件申し出書面を提出して人権侵犯救済を申し出たところ,本件申し出書

面から,当然に原告に対する脅迫を強く疑い,原告の生命に対する権利侵

害や公益侵害を容易に知り得,かつ,原告の危険に対処する権限も法定さ

れており容易にこれを行使できたにもかかわらず,また,後日回答する旨

の約束をしたにもかかわらず,原告の上記申し出を,理由を示すことなく

無視したとして,本件行為1は違法である旨を主張する。

イ 上記1(1)アのとおり,原告は∴平成29年1月3工日,石坂に対し,本

件申し出書面を提出して原告に対する人権侵犯を認めてほしい旨を希望

し,人権侵犯救済を申し出たこと,石坂が,原告に対して,本件申し出書・

面について,後日回答する旨を約束したことは認められる。

しかしながら,本件申し出書面に記載された,警察機関が,原告が脅迫

の被害を訴えているにもかかわらず適正な対応をせずに無視している旨

の訴えは,警察機関の対応の違法性や当否を問題とするものであり,法務

省の人権擁護機関である人権擁護委員及び沼田支局において判断ができ

るものではない。また,本件申し出書面に記載された,原告を狙った農産

物の出荷価格操作と思われる事象や異音の発生が続いている旨の訴えに

ついても,捜査機関,そして最終的には裁判所においてその犯罪該当性を

6
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i判断するものであり,人権擁護委員及び沼田支局において判断できるもの

ではない。したがちて,石坂が,本件申し出書面から,当然に原告に対す

る脅迫を強く疑い,原告の生命に対する権利侵害や公益侵害を容易に知り

得,かつ,原告の危険に対処する権限も法定されており容易にこれを行使

できたということはできない。

また,上記1(1)イのとおり,人権擁護委員とともに法務省の人権擁護機

関とされる沼田支局の人権擁護に係る担当者である原田総務係長が,人権

擁護委員である石坂からの報告を受け,原告に対し,本件申し出書面の内

容等からすると人権侵犯ではなく職務上の問題になると思われる旨,警察

機関や法律の専門家である弁護士らへの相談を勧める旨を伝えたのであ

り,石坂が,原告の人権侵犯救済の申し出について,後日回答する旨の約

束を反故にしたともいえないし,理由を告げずに無視したともいえない。

ウ 以上によれば,原告の上記主張は採用できず,石坂の行為が違法である

とはいえない。

(2)本件行為2について

ア 本件行為2に関しては,上記1(2)のとおり,原告は,平成31年4月1

2日,沼田支局に電話し,石坂を相手方として訴訟を起こしたいとして,

石坂の住所を照会したが,坂井係長は,理由にかかわらず 個人情報であ

るので石坂の住所を教えることはできない旨を回答したことが認められ

る。

原告は,これについて,原告の当事者適格を実質的に根拠なく無視した

差別的取扱いであるとして,違法である旨を主張する。

イ しかしながら,坂井係長が,とりわけ原告を差別して石坂の住所を開示

・しなかったと認めるに足りる証拠はないし,,その他坂井係長が,原告に対

し,石坂の住所を開示する法的義務を負うというべき根拠も認められな

い。
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また,,仮に,坂井係長が原告に対して上記法的義務を負う場合があった

としても,石坂の住所は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律(平成15年5月30日号外法律第58号。以下「個人情報保護法」と

いう。 ) 2条2項に規定する「個人に関する情報」及び同条5項に規定す

る「保有個人情報」に該当するところ,坂井係長が石坂の住所を開示する

ことは,原則として,個人情報保護法8条1項により許されないものであ

るし,同条2項により提供することができる場合に該当するというべき事

情もうかがわれない。

ウ 以上によれば 坂井係長が,石坂の住所を開示しなかった行為は,原告

に対して負担する職務上の法的義務に違背した違法なものということは

できない。

3 以上によれば,その余の点について判断するまでも・なく,原告の請求は理由

がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

前橋地方裁判所民事第1部、

裁 判 官
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これだけでも:当り前に、警察の犯罪であり、巨大不祥事です。

私が、当たり前に、警視庁に抗議すべき立場に在ったことば誰でもわかるはずです

私は、サワダの身体的特徴を記憶しており、人物を特定でき●ます。 ・

20160606警視総監宛に\脅迫殺人の捜査を要求する旨め内容証姐億を挙り.ま、したが.、○○鰯

きれました∴
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生し竺501ユニ呈.竺連星遮今ン皇二が私の畑の中に侵入し、私の鮨識下で、至近堕堕
盟主虹から」遁ぼ対面て㌔発砲しました。臆臆臆

華いた平が最初に且を鎚:この軸者iが銃口ゐ向字を遠ざける料作です」・

彊豊国董彊圏彊寓語彊詔。i国産堅固国
軍牽承知の上で、なぜ敢えて発砲しためか?が、当り前に、事件厄の焦点です」

専有な発砲であそ三と、_.寧Å_園桜事前統計的希少性は、’公知の違法性の証妊
五五盛土.i何曲意図に違いないと何度も強調し、合理捜査を促しまし」∴

暫坪車載年査特別な動準が牢噂幹とレ.、う、・当り前’の、こ.ぅした刑事的包鼻を

各曲か常に、‥柾些無く無碍しています畢めキ“うとしません主音臆

上二〇些違法性」単距離であをご字 意図と・無自推;

÷獲猟法蜜38条3違反十弾丸の到達するおそれのあ●る人」に当る疑い 梗幽
乙〇一丑の無意坤を.中っていたこと上記を塵い 華ざける動作が表象.

三撃砲雪は色鱒や秘蛍光色のジャンパーを草て、車中方向から隼人しなのでほ梗二
重吸待てば私が気付いたと思われるのに、得たなかち料ことが極めて不審です(

羊竺焚火。をして豊を人間の近くにノ.土ノコ現れるような鹿が尭在する信憑性も低い狂う・嘩げないはずです。∴
÷-互恵の轟章によって藍かせようとした壁と

二・一二一基往晃無意識下で透物理和正音隼よる直接華撃

二、 { ・殺人未遂罪ないし未必の殺意∴ショック死する慣れが
裏

へ
{

計測値が必要・ (90、. 009

しようとした雇い ③殺人嘉

意
(

(

-〇
〇
〇
〇

有り・ます.(50.00%)

塾、し未必ゐ殺意、趣遡

宝臆ぎける動作、獣は焚火の三

㌦白書後の再現場検証時の塑

固然の山奥なので二足跡な

しない、シ坤こ掠つてもいな通

です侮日雪が降る)。臆臆

臆どこにでも、∴在ります裏。,

調べてもいません∩

塑

ア
≒

ど

したがっ、て、私の背後方向にも足跡は在ったはずなのに

3 ’i 「お前の存在を消すぞ」という、.脅しの意図ゐ雇い

・脅迫罪、私の生命への無言の脅迫.(99・晒)正面 侵入 30皿→私への意図の明示

t個人の尊厳(自律撞)と静穏権の侵害畑に侵入、輩距離、i・無意識下(1旦幽

不和坤音は、臆私の意識を宋嘩やり皐立地;畢り“、 ・人埠的生年を脅かしています∩臆臆

4 「お前など人ではな叫という侮蔑の意甲の疑い・ (㊦侮辱罪・無言(99.P鴫

周囲では、〇・お仲田達がこの発砲を見づゆてい料まずなの寸「公然と」に当ります」

(2) ・20150126の坤、発砲親指の手前約2叩皿の通り道上に、痘しい血痕が赦乱し、見五二

とも無いほどの烏,の大盤並集まり、.騒鉾としていましな

まず血痕が、通り道上に集中していたことから、 99%以上、人為的な現象だと思います。

外形的にはハンターが獲物を捌いた結果と推定されますが、その捌いた場所が問題です。・

死骸が元々在った場所は、通り道から外れて、約●20坤奥まっているのです。

①散乱状況に懇意的な偏在・が見られたこと. .

死聖元々在?た場所で捌いた・とすると、そのi麺にはほとんど無いのに、通り単上に壁
に集中していたことが極めて不審です。臆臆

遜色華上で捌いた.とすると、.公道上ですから、もろに残畢憧規則違反ですし、また、臆臆をざ

iわざ通り道まで待ち出す必然性が無いことや、さらには:処分を受けた発砲者カレープの生

業だとす卑ま、極めて無神経かつ不審な行為であること、・などが極めて不審で五
このように、いずれの場合でもi辻複が合いません。
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響墨筆
具体的には、大きな猪の死骸から弾丸を掃出して、証拠を確保しておく必要が有りました。

五〇臆登砲董遡有無を知ちなむ辺上」頭なに事件性を否定した三上速論理矛盾です基盤輩
②霊堂堂宜盤麺二時間弱の開聞現臆したこと(タイミ臆と生○○噛透

それまで動かなかった死骸が急に動き出す道理はありません。

l/工00)

壁塑翠検証時よ、・り」苧増えたこと・虚し持っていた疑中年発性1吐逆

柳岡警官は、血痕も死骸も烏の仕業と主張しておりますが、血痕の件を動物ゐ仕業と:見るの

は既述の通り困難であり:死骸の件についてば空飛ぶカラスが2つとも通り道上に落す確登蓋壁土
撃空車睡惟l/迎幽

ったの

∴ ②捌くのに、臆書道也道喜劇畦上(残澄放置規則達友も自明).
{③通り道旦⊆哩塑二〇 仁言霊羞輩
肇三豊警護たo

立って
は400m

儲明) (2)の血痕も、 -(3)や(4)の死骸も、猟銃を使って殺した猪

-から、 「この猪のようにお前を殺すぞ」という意図の、発砲との関連による一連の無言の脅

迫であることが当り前に、推測されますし、遡って本件発砲が脅迫であったことが推定さ
れます。

の血肉を晒しています

圏圏閣閣圏圏墨壁国璽悪因田園
2014年以降、私は生産農家として野菜を出荷して生計を立てていましたが、 ・差別対価による

貧困化が年々激化し、 2018年からは営農を断念するところまで追い込まれまし.た。

箪麺畢塑て高年の董盤壁

宣亜塑基異常値(聖堂値巫
皇すが、何よ.

堂から∴更に5: 4倍も垂蛙してい

づ詰

溢血る価格で圭。

馳⊆哩過去
圃



D 有り得ない異音の数々

諾韓のに、それを何度、沼田署に

ないし

ったこ

ム
∵
‥
謎鮪させ、真意

原事件の被疑者や警察の不当性

まず、庄重任の被疑者らの加害の意図は

護憲講義驚慧謹竃謂悪罵霊とは、盤
艶一曲、奉呈を受任韮査(犯罪捜査規範61条違反)であり、また、被害が鱒するげも

ないこと串、職責による亘見軸性に塞、盤回避義護連星であると同時に、それによ
る、自決権(自由権親約l条、憲法l3粂)や、’生命に対する権利(熊13条)やく適正な手続

を・受ける権利億法13条)等の侵害であ,り、そればる平等確(憲法14条)の盈室です。

・当り前(主要な判断要素)の違法性を無視したことは経歴貝撮重度であり、そのまま判断したこ

∴ ∴ {とは論理則違反であり、当り前に、●事実認定の誤りであり、著しい社会不正義です。
〈 {∴∴{

- - -

〈 ∴雷藍蓋監護o
付言すると、主要な判断要素であった刑事的観点を根拠無く無視したことは、その定義に照

らして、判断ないし捜査としての成立要件を欠いているので、当り前に、、無効です。

また∴自明の違法性や常習性から、警察の故意は明らかです。 、、
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